
※請求期限の記載はいずれも令和7年法律第74号による改正後のものであり、改正法施行日より前に離婚等をした場合におけ
　る請求期限は離婚後2年となります。 令和7年法律第74号による改正対応
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令和7年10月　最高裁判所



　年金分割の制度を利用するに当たり，当事者の一方又は双方から，離婚
前又は離婚後に最寄りの年金事務所，各共済組合又は私学事業団のいずれ
かで年金分割のために必要な情報（定めることができる分割割合の範囲等）
の提供を請求することができます。
　年金分割のために必要な情報は，「年金分割のための情報通知書」という
文書により通知されます。
　詳細は，後記の「年金分割制度等についてのお問い合わせ・相談等は……」
欄記載の各窓口にお問い合わせください。

　当事者間で分割割合等について合意した場合には，年金分割を請求すること及び合意し
た分割割合を証明する書類を作成して当事者双方が年金事務所，各共済組合又は私学事業
団のいずれかで年金分割の請求手続（ Q4参照）を行うことになります。
　その他，公証役場で公正証書を作成するか，又は合意書に公証人の認証を受けることによ
って合意した分割割合等を明らかにすることができる場合には，当事者の一方により年金
事務所，各共済組合又は私学事業団のいずれかで年金分割の請求手続を行うことができます。
　詳細は，後記の「年金分割制度等についてのお問い合わせ・相談等は……」欄記載の各
窓口にお問い合わせください。

（書式は年金事務所等に備え付けられています。）




